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1 本案件は、WTO適用案件でしょうか。
また、WTO適用案件の場合、再度入札はどのようになりますでしょうか。
『入札者に対する指示書』「［15］開札への立会いと持参書類等「〔2〕一般競争入札(WTO 適用外)、指名競争入札の場
合」へは、再度入札に関する記載がございましたが、「〔1〕一般競争入札(WTO適用)の場合」へは特に記載がございませんでし
たのでお伺いする次第です。

WTO適用案件になります。
再度入札については、入札者に対する指示書５.入札及び開札[18]再度入札に記載のとおり、速やかにまたは別
の日時を指定して行うことになります。


